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外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

法 務 大 臣

国家公安委員会

外 務 大 臣

厚生労働大臣

農林水産大臣

「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定）を踏まえ、出入

国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号。以下「法」という。）第２条の４第１項

の規定に基づき、法第２条の３第１項の規定に基づき定められた「特定技能の在留資格

に係る制度の運用に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）にのっとって、外食

業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針（以下「運用方針」

という。）を定める。

１ 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図

るべき産業上の分野（特定産業分野）

外食業分野

２ 特定産業分野における人材の不足の状況（当該産業上の分野において人材が不足し

ている地域の状況を含む。）に関する事項

（１）特定技能外国人受入れの趣旨・目的

外食業分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かし

た業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を

図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

（２）生産性向上や国内人材確保のための取組等

（生産性向上のための取組）

店舗内調理等の機械化や作業動線の見直しによる省力化、食券販売機・セルフオ

ーダーシステム・セルフレジ等の導入やキャッシュレス化によるサービスの省力化、

その他店舗運営に係る各種業務のＩＣＴ化等によって業務の省力化、省人化を進め、

この効率化によって得られた余力人員、資金などを糧に新たな価値やサービスの創

出（新しいメニューや業態の開発等）、付加価値向上（国産食材の積極的な使用、高

付加価値食材の使用等）につながる取組が各企業の規模や業態に応じて行われてい

る。

省力化・省人化の例として、一般社団法人日本厨房工業会による業務用厨房機器

に関する実態調査によれば、食器洗浄機の国内販売台数は直近５年間で約70％増加

している。また、付加価値向上の取組としては、ある外食チェーンでは、消費者の

健康志向に応えるため、店舗で使用する野菜全てを国産に切り替え、そのことをア

ピールしたところ、メニュー価格を上げたにもかかわらず、利益は増加した例があ

る。
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さらに、農林水産省では、専門家による生産性向上の技術や優良事例の紹介を行

う「食品産業生産性向上フォーラム」の開催や「外食・中食の生産性向上に向けた

手引き」の作成・配付により優良事例の普及等を図るとともに生産性向上に向けた

活動に対する国の財政面や金融税制面からの支援措置をまとめたガイドブックを府

省横断で作成し、関連支援措置の普及に取り組んでいる。

（国内人材確保のための取組）

女性、高齢者を含む多様な人材を確保・維持する観点から、物理的な作業負担の

軽減や安全対策の強化、転勤のない地域限定正社員制度の導入等育児・介護に配慮

した働き方の推進、24時間営業や365日営業の見直しを含む営業時間の短縮等の取組

が行われている。例えば、営業時間については、厚生労働省の調査によれば、調査

対象451社中28.4％が過去３年間（平成25～27年度）に「営業時間が短くなった」と

回答し、90.7％が24時間営業の導入状況について「行っていない」と回答している

（厚生労働省「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報

告書」（平成29年３月））。

こうした取組等も通じ、外食業の女性従業員比率は58.9％と全産業平均の44.3％

の1.3倍であり（平成28年「経済センサス」）、また、高齢者従業員比率については、

65歳以上の従業員割合が飲食店で12.9％と全産業平均（12.5％）を上回り、多様な

人材確保に資するものとなっている（平成29年度厚生労働省「労働力調査」）。

（処遇改善のための取組）

人手不足を踏まえた処遇改善のための取組として、パート・アルバイトの給与の

引上げや正社員化の推進等の取組が行われている。例えば、直近３年間の「飲食店」

のパートタイム労働者の給与（時給ベース）は一貫して増加傾向にあり、平成27年

と30年（１月～９月分）の平均給与を比較すると6.0％増と全産業の増加率と同等の

水準で増加している（厚生労働省「毎月勤労統計調査」）。

さらに農林水産省では、「食品産業の働き方改革早わかりハンドブック」を作成し

労働環境の改善を推進するとともに、人手不足を踏まえた賃上げ等の処遇改善のた

め、「稼ぐ力」応援セミナーの開催等の取組を行い、関係者の理解増進が進みつつあ

るところである。

（３）受入れの必要性（人手不足の状況を判断するための客観的指標を含む。）

外食業分野の飲食物調理や接客といった業務は、状況に応じて臨機応変に作業内

容を変える判断が必要となること、また手作り感やホスピタリティといった外食業

ならではの価値を作り出すことが求められること等から、機械化による省力化にも

限りがあるなど、生産年齢人口が大幅に減少する中で深刻な人手不足の状況が発生

している。

平成29年度の外食業の有効求人倍率は、「飲食店主・店長」が12.68倍、「飲食物給

仕係」が7.16倍、「調理人」が3.44倍、「外食（各職業分類を加重平均したもの）」

が4.32倍であり、1.54倍である全体の３倍近くとなっている。また、外食業を含む

「宿泊・飲食サービス業」の平成29年上半期の欠員率は5.4％と全産業計（2.4％）

の２倍以上と高水準にある。これに外食業の従業員数約470万人を乗じると欠員数約

25万人と試算されるところである。さらに、日銀短観によれば、「宿泊業、飲食サー
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ビス業」の雇用人員判断(ＤＩ)は、平成30年９月の実績がマイナス58、同12月の予

測が、マイナス63と、どちらも全調査対象業種中最低となっている。

上記（２）のような取組を行ってもなお、外食業は深刻な人手不足の状態にあり、

今後、生産性向上、国内人材確保の取組を継続していくとしても、人手不足が完全

に解消される見込みとはなっていないところである。

また、外食業は、国民に豊かで多様な食生活を提供するだけでなく、訪日外国人

旅行者を我が国に呼び込む上で魅力を提供するものであるが、集客力のある観光地

等において飲食サービスの提供が求められるにもかかわらず、周辺に働き手が存在

しないというミスマッチの発生が想定される。例えば、平成29年度の求人数・求職

者数を分析したところ、大都市圏以外では、北陸地方や中四国地方において、人手

不足の傾向が見受けられた。このような状況に対処して、今後も安全で質の高い商

品・サービスの提供を行うための人材を十分に確保するためには、一定の専門性・

技能を有する即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠である。

なお、外国人の受入れに当たっては、以下のような食品衛生に関する状況も考慮

することが必要である。

食中毒事件のうち、原因施設として判明しているものの中で「飲食店」が占める

割合は常に高い。また、平成30年の食品衛生法（昭和22年法律第233号）の改正（平

成30年６月13日公布）により、平成32年４月からは飲食店においてもＨＡＣＣＰ（原

材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の

潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理シ

ステム）に沿った衛生管理が求められることとなる見込みであることから、今後、

外食業においてＨＡＣＣＰを含む衛生管理の知識を有する従業員の割合を増やして

いくことが重要となっている。

（４）受入れ見込数

外食業分野における向こう５年間の受入れ見込数は、最大５万3,000人であり、こ

れを向こう５年間の受入れの上限として運用する。

向こう５年間で29万人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年0.5

％程度（５年間で11.8万人程度）の生産性向上及び追加的な国内人材の確保（５年

間で11.8万人程度）を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れ

るものであり、過大な受入れ数とはなっていない。

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項

外食業分野において特定技能１号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める

試験に合格した者又は外食業分野の第２号技能実習を修了した者とする。

（１）技能水準（試験区分）

「外食業技能測定試験（仮称）」

（２）日本語能力水準

「日本語能力判定テスト（仮称）」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」

４ 法第７条の２第３項及び第４項（これらの規定を同条第５項において準用する場合
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を含む。）の規定による同条第１項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置

又は交付の再開の措置に関する事項

（１）農林水産大臣は、有効求人倍率等の公的統計等の客観的指標等を踏まえ、人手不

足の状況の変化に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要の対応を行うとと

もに、上記２（４）に掲げた向こう５年間の受入れ見込数を超えることが見込まれ

る場合には、法務大臣に対し、受入れの停止の措置を求める。

（２）受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野において再び人材の

確保を図る必要性が生じた場合には、農林水産大臣は、法務大臣に対し、受入れの

再開の措置を求める。

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

（１）１号特定技能外国人が従事する業務

外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）

（２）特定技能所属機関に対して特に課す条件

ア 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。）

第２条第４項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせ

ないこと。

イ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人に対して、風俗営業法第２条第３項

に規定する「接待」を行わせないこと。

ウ 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係

者で構成される「食品産業特定技能協議会（仮称）」（以下「協議会」という。）

の構成員になること。

エ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。

オ 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、

必要な協力を行うこと。

カ 特定技能所属機関は、登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の実施を委

託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議

会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

（３）特定技能外国人の雇用形態

直接雇用に限る。

（４）治安への影響を踏まえて講じる措置

農林水産省は、基本方針を踏まえつつ、所掌事務を通じて治安上の問題となり得

る事項を把握するために必要な措置を講じるとともに、把握した事項について制度

関係機関と適切に共有する。

また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、基本方針を

踏まえつつ、農林水産省及び制度関係機関において、共同して所要の検討を行い、

運用方針の変更を含め、必要な措置を講じる。

（５）特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労することと

ならないようにするために必要な措置
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ア 特定技能外国人の就労が大都市圏等の地域に過度に集中することがないよう、

「外食業技能測定試験（仮称）」の国内における試験は、大都市圏以外の地方を含

めた全国10か所程度で実施する。

イ 農林水産省は、本制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、協議会

での協議も踏まえ、生産性向上のための取組や国内人材確保のための取組が行わ

れていてもなお外国人材を含む人手不足が顕著である地域が認められる場合には、

その地域において特定技能外国人の就業が円滑に行われるよう、試験の開催場所

・頻度等の調整に努めるとともに、その他必要な支援等について、制度関係機関、

関係業界団体等とも連携して取り組む。


